
デ
ジ
タ
ル
庁

○

令
第
十
一
号

総

務

省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
別
表
第
一
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

松
本

剛
明

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令

で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
一
の
主
務
省
令
で
定

め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い



も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
六
条
の
二

法
別
表
第
一
の
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条
の
二

法
別
表
第
一
の
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
七
条

法
別
表
第
一
の
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
条

法
別
表
第
一
の
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
保
育
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

［
新
設
］

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育
士
登
録
証
に
関
す
る
事
務

［
新
設
］

五

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
九
の
保
育
士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

［
新
設
］

六
～
十
四

［
略
］

三
～
十
一

［
同
上
］

十
五

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
六
条
の
三
十
四
の
保
育
士
の
死
亡

［
新
設
］

等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
十
六

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
七
条
の
九
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
の
申
請
内
容
の
変
更

十
二

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
七
条
の
九
第
三
項
若
し
く
は
第
二

の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
五
条
の
七
第
七
項
の
申
請
内
容
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は

そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
八
条

法
別
表
第
一
の
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条

法
別
表
第
一
の
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

第
九
条

法
別
表
第
一
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
九
条

法
別
表
第
一
の
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
九
条
の
二

法
別
表
第
一
の
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十

七
号
）
第
一
条
の
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
、
は
り
師
免
許
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
免
許
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧

師
免
許
証
若
し
く
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
証
明
書
、
は
り
師
免
許
証
若
し
く
は
は
り
師
免
許
証

明
書
又
は
き
ゅ
う
師
免
許
証
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
一
項
の
あ
ん
摩
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令

第
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
の
登
録
事
項
の

変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る



事
務

五

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
の
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
若
し
く
は
き
ゅ
う
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
九
条
の
三

法
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
栄
養
士
の
免
許
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

栄
養
士
法
に
よ
る
栄
養
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

栄
養
士
法
第
五
条
第
一
項
の
栄
養
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
栄
養
士
の
登
録
事
項
の

変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

五

栄
養
士
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
栄
養
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
九
条
の
四

法
別
表
第
一
の
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

栄
養
士
法
第
二
条
第
三
項
の
管
理
栄
養
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

栄
養
士
法
に
よ
る
管
理
栄
養
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

栄
養
士
法
第
五
条
第
二
項
の
管
理
栄
養
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

栄
養
士
法
施
行
令
第
三
条
第
三
項
の
管
理
栄
養
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

栄
養
士
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
管
理
栄
養
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
条

法
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

法
別
表
第
一
の
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

第
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
の
医
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

医
師
法
に
よ
る
医
師
免
許
証
又
は
臨
床
研
修
修
了
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

医
師
法
第
七
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
事
務

四

医
師
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
医
籍
へ
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
第
五
条
第
一
項
の
医
籍
の
登
録
事
項
の
変
更

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務



六

医
師
法
施
行
令
第
六
条
の
医
籍
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
条
の
三

法
別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

歯
科
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
二
条
の
歯
科
医
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

歯
科
医
師
法
に
よ
る
歯
科
医
師
免
許
証
又
は
臨
床
研
修
修
了
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

歯
科
医
師
法
第
七
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
事
務

四

歯
科
医
師
法
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
臨
床
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
歯
科
医
籍
へ
の
登
録
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

歯
科
医
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
歯
科
医
籍
の
登
録
事

項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務

六

歯
科
医
師
法
施
行
令
第
六
条
の
歯
科
医
籍
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ

い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
条
の
四

法
別
表
第
一
の
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
七
条
の
保
健
師
、
助
産
師
若
し
く
は

看
護
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
保
健
師
免
許
証
、
助
産
師
免
許
証
又
は
看
護
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
四
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
事
務

四

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
保
健
師

籍
若
し
く
は
看
護
師
籍
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
助
産
師
籍
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
保
健
師
籍
、
助
産
師
籍
若

し
く
は
看
護
師
籍
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
条
の
五

法
別
表
第
一
の
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
八
条
の
准
看
護
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い

て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
に
よ
る
准
看
護
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
十
四
条
第
二
項
の
処
分
に
関
す
る
事
務

四

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
第
三
条
第
三
項
の
准
看
護
師
籍
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
令
第
四
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
条
第
一
項
の
准
看
護
師
籍
の
登
録
の
抹

消
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事



務

第
十
条
の
六

法
別
表
第
一
の
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

歯
科
衛
生
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
三
条
の
歯
科
衛
生
士
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

歯
科
衛
生
士
法
に
よ
る
歯
科
衛
生
士
免
許
証
又
は
歯
科
衛
生
士
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

歯
科
衛
生
士
法
第
八
条
第
一
項
の
歯
科
衛
生
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
歯
科
衛
生
士
の
登
録

事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

五

歯
科
衛
生
士
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
歯
科
衛
生
士
の
登
録
の
抹
消
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
一
条

法
別
表
第
一
の
二
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
条

法
別
表
第
一
の
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
十
二
条

法
別
表
第
一
の
二
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
二
条

法
別
表
第
一
の
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
十
四
条

法
別
表
第
一
の
二
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
四
条

法
別
表
第
一
の
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
十
五
条

法
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
五
条

法
別
表
第
一
の
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

第
十
六
条

法
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

第
十
六
条

法
別
表
第
一
の
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

二
百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
又
は
特
別
法
人
事
業

百
二
十
六
号
）
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
条
例
又
は
特
別
法
人
事
業
税

税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号
）
に
よ
る
地
方
税
若
し
く
は
特

及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号
）
に
よ
る
地
方
税
若
し
く
は
特
別

別
法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
納
税
の
告
知
、
督
促
、

法
人
事
業
税
の
課
税
標
準
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
納
税
の
告
知
、
督
促
、
滞

滞
納
処
分
そ
の
他
の
地
方
税
若
し
く
は
特
別
法
人
事
業
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
又
は
地
方
税
若
し
く
は

納
処
分
そ
の
他
の
地
方
税
若
し
く
は
特
別
法
人
事
業
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
又
は
地
方
税
若
し
く
は
特

特
別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

別
法
人
事
業
税
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
七
条

法
別
表
第
一
の
二
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
に
よ
る
譲
渡
割
の
課
税
標

第
十
七
条

法
別
表
第
一
の
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
に
よ
る
譲
渡
割
の
課
税
標
準

準
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
督
促
、
滞
納
処
分
そ
の
他
の
譲
渡
割
の
賦
課
徴
収

の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
督
促
、
滞
納
処
分
そ
の
他
の
譲
渡
割
の
賦
課
徴
収
に

に
関
す
る
事
務
又
は
譲
渡
割
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

関
す
る
事
務
又
は
譲
渡
割
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
八
条

法
別
表
第
一
の
二
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
八
条

法
別
表
第
一
の
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］



第
十
八
条
の
二

法
別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
診
療
放
射
線
技
師
の
免
許
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

診
療
放
射
線
技
師
法
に
よ
る
診
療
放
射
線
技
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

診
療
放
射
線
技
師
法
第
九
条
第
一
項
の
診
療
放
射
線
技
師
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る

事
務

四

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
一
条
の
四
第
一
項
の
診
療
放

射
線
技
師
籍
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申

請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
第
二
条
の
診
療
放
射
線
技
師
籍
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
八
条
の
三

法
別
表
第
一
の
三
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
十
八
条
の
税
理
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

税
理
士
法
第
二
十
条
の
税
理
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

税
理
士
法
に
よ
る
税
理
士
証
票
に
関
す
る
事
務

四

税
理
士
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
税
理
士
の
登
録
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

五

税
理
士
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
税
理
士
の
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
事
務

六

税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
第
十
一
条
の
二
の
指
導
又
は
助
言
に
関

す
る
事
務

第
十
八
条
の
四

法
別
表
第
一
の
三
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
税
理
士
法
第
五
十
五
条
第
一
項

［
新
設
］

の
税
理
士
若
し
く
は
税
理
士
法
人
又
は
同
条
第
二
項
の
税
理
士
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
取
又
は
質
問

若
し
く
は
検
査
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
九
条

法
別
表
第
一
の
三
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
九
条

法
別
表
第
一
の
二
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
十
九
条
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関

第
十
九
条
の
二

法
別
表
第
一
の
二
十
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事

関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養

事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療

費
若
し
く
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

養
費
若
し
く
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
十
条

法
別
表
第
一
の
三
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
条

法
別
表
第
一
の
二
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］



第
二
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
二
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

第
二
十
一
条

法
別
表
第
一
の
三
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
一
条

法
別
表
第
一
の
二
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
二
十
一
条
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施

第
二
十
一
条
の
二

法
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施

者
で
あ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

者
で
あ
る
厚
生
労
働
大
臣
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

２

法
別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
国
家

２

法
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
国
家

公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

３

法
別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
地
方

３

法
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
地
方

公
務
員
共
済
組
合
又
は
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

公
務
員
共
済
組
合
又
は
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

４

法
別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
日
本

４

法
別
表
第
一
の
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
の
う
ち
、
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
日
本

私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
二
十
二
条

法
別
表
第
一
の
三
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
二
条

法
別
表
第
一
の
二
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
二
十
二
条
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

歯
科
技
工
士
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
の
歯
科
技
工
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

歯
科
技
工
士
法
に
よ
る
歯
科
技
工
士
免
許
証
又
は
歯
科
技
工
士
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

歯
科
技
工
士
法
第
八
条
第
一
項
の
歯
科
技
工
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
歯
科
技
工
士
の
登
録

事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に

関
す
る
事
務

五

歯
科
技
工
士
法
施
行
令
第
四
条
の
歯
科
技
工
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
十
三
条

法
別
表
第
一
の
四
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
三
条

法
別
表
第
一
の
二
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
二
十
三
条
の
二

法
別
表
第
一
の
四
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］



一

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
三
条
の
臨
床
検
査
技
師
の
免

許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
二

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
臨
床
検
査
技
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
臨
床
検
査
技
師
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用

の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の

臨
床
検
査
技
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
の
臨
床
検
査
技
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
十
三
条
の
二
の
二

法
別
表
第
一
の
四
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二

法
別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十

略
］

［
一
～
十

同
上
］

第
二
十
三
条
の
三

法
別
表
第
一
の
四
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
三

法
別
表
第
一
の
二
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
二
十
四
条

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条

法
別
表
第
一
の
三
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
二
十
四
条
の
二

法
別
表
第
一
の
四
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二

法
別
表
第
一
の
第
三
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
二
十
四
条
の
二
の
二

法
別
表
第
一
の
四
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
国
民
年
金
法
第
百
二
十

第
二
十
四
条
の
二
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
国
民
年
金
法
第
百
二
十

八
条
第
一
項
の
年
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
地
方
税
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

八
条
第
一
項
の
年
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
地
方
税
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金

等
支
払
報
告
書
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
）
二
百
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

等
支
払
報
告
書
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
百
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す

る
支
払
に
関
す
る
調
書
又
は
同
法
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
に
関
す
る
事
務
に
限

る
支
払
に
関
す
る
調
書
又
は
同
法
第
二
百
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
票
に
関
す
る
事
務
に
限

る
。
）
と
す
る
。

る
。
）
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三

法
別
表
第
一
の
四
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
三

法
別
表
第
一
の
三
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
二
十
四
条
の
四

法
別
表
第
一
の
四
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
四

法
別
表
第
一
の
三
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
二
十
四
条
の
五

法
別
表
第
一
の
五
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三

第
二
十
四
条
の
五

法
別
表
第
一
の
三
十
三
の
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
知
的
障
害
者
福
祉
法

十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
知
的
障
害
者
の
判
定
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
知
的
障
害
者
の
判
定
に
関
す
る
事
務
と



す
る
。

第
二
十
五
条

法
別
表
第
一
の
五
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
五
条

法
別
表
第
一
の
三
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
二
十
六
条

法
別
表
第
一
の
五
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
六
条

法
別
表
第
一
の
三
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
一

略
］

［
一
～
十
一

同
上
］

第
二
十
七
条

法
別
表
第
一
の
五
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

第
二
十
七
条

法
別
表
第
一
の
三
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
一
条
の
職
業
指
導
等
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
一
条
の
職
業
指
導
等
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二

法
別
表
第
一
の
五
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

薬
剤
師
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
薬
剤
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

薬
剤
師
法
に
よ
る
薬
剤
師
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

薬
剤
師
法
第
八
条
第
一
項
の
処
分
に
関
す
る
事
務

四

薬
剤
師
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
薬
剤
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の

申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

薬
剤
師
法
施
行
令
第
六
条
の
薬
剤
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
二
十
八
条

法
別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
八
条

法
別
表
第
一
の
三
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
二
十
九
条

法
別
表
第
一
の
五
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
九
条

法
別
表
第
一
の
三
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
三
十
条

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条

法
別
表
第
一
の
三
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三
十
八

略
］

［
一
～
三
十
八

同
上
］

第
三
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
五
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
三
十
八
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
三
十
条
の
三

法
別
表
第
一
の
五
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三

法
別
表
第
一
の
三
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
五

略
］

［
一
～
十
五

同
上
］

第
三
十
一
条

法
別
表
第
一
の
六
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

第
三
十
一
条

法
別
表
第
一
の
四
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付

金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求

金
支
給
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求



に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
三
十
二
条

法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
二
条

法
別
表
第
一
の
四
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
三
十
三
条

法
別
表
第
一
の
六
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
三
条

法
別
表
第
一
の
四
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
三
十
四
条

法
別
表
第
一
の
六
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
四
条

法
別
表
第
一
の
四
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
三
十
五
条

法
別
表
第
一
の
六
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
五
条

法
別
表
第
一
の
四
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
三
十
六
条

法
別
表
第
一
の
六
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
六
条

法
別
表
第
一
の
四
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
三
十
七
条

法
別
表
第
一
の
六
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
七
条

法
別
表
第
一
の
四
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
三
十
八
条

法
別
表
第
一
の
六
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
八
条

法
別
表
第
一
の
四
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
三
十
九
条

法
別
表
第
一
の
六
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

第
三
十
九
条

法
別
表
第
一
の
四
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に

弔
慰
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
号
）
第
三
条
の
特
別
弔
慰
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二

法
別
表
第
一
の
六
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
の
理
学
療
法
士
若
し
く

は
作
業
療
法
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
に
よ
る
理
学
療
法
士
免
許
証
又
は
作
業
療
法
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
七
条
第
一
項
の
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
免
許
の
取
消

し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
理

学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
第
四
条
の
理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
登
録
の
消
除



の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
条

法
別
表
第
一
の
七
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
条

法
別
表
第
一
の
四
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

第
四
十
一
条

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別

第
四
十
一
条

法
別
表
第
一
の
五
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
傷
病
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、

付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ

そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
一
条
の
二

法
別
表
第
一
の
七
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進

第
四
十
一
条
の
二

法
別
表
第
一
の
五
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進

並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二

並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
十
八
条
第
二
号
の
求
職
者
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
（
都
道
府

号
）
第
十
八
条
第
二
号
の
求
職
者
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
（
都
道
府

県
知
事
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

県
知
事
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
二
条

法
別
表
第
一
の
七
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

第
四
十
二
条

法
別
表
第
一
の
五
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の

給
付
金
支
給
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
の
特
別
給
付
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の

請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
三
条

法
別
表
第
一
の
七
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
三
条

法
別
表
第
一
の
五
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
四
十
三
条
の
二

法
別
表
第
一
の
七
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二

法
別
表
第
一
の
五
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
四
十
三
条
の
二
の
二

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
の
二
の
社
会
保
険
労
務
士
の
登
録

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
四
の
社
会
保
険
労
務
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

社
会
保
険
労
務
士
法
に
よ
る
社
会
保
険
労
務
士
証
票
又
は
特
定
社
会
保
険
労
務
士
証
票
に
関
す
る
事
務

四

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
九
第
一
項
の
社
会
保
険
労
務
士
の
登
録
の
取
消
し
に
関
す
る
事
務

五

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
社
会
保
険
労
務
士
の
登
録
の
抹
消
に
関
す
る
事
務

六

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
の
付
記
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

七

社
会
保
険
労
務
士
法
第
十
四
条
の
十
一
の
四
第
一
項
の
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
の
付
記
の
抹
消
に
関
す

る
事
務

第
四
十
三
条
の
二
の
三

法
別
表
第
一
の
七
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］



一

柔
道
整
復
師
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
第
三
条
の
柔
道
整
復
師
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

柔
道
整
復
師
法
に
よ
る
柔
道
整
復
師
免
許
証
又
は
柔
道
整
復
師
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

柔
道
整
復
師
法
第
八
条
第
一
項
の
柔
道
整
復
師
の
免
許
の
取
消
し
又
は
業
務
の
停
止
に
関
す
る
事
務

四

柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
柔
道
整
復
師
の
登
録
事

項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務

五

柔
道
整
復
師
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
（
同
令
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
の
柔
道
整
復
師
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
三
条
の
三

法
別
表
第
一
の
七
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六

第
四
十
三
条
の
三

法
別
表
第
一
の
五
十
五
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
預
金
保
険
法
（
昭
和
四

年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
預
金
等
に
係
る
債
権
の
額
の
把
握
（
同
法
第
三
十
七
条
第

十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
預
金
等
に
係
る
債
権
の
額
の
把
握
（
同
法
第
三
十
七

二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
三
条
の
四

法
別
表
第
一
の
八
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

視
能
訓
練
士
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
三
条
の
視
能
訓
練
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

視
能
訓
練
士
法
に
よ
る
視
能
訓
練
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

視
能
訓
練
士
法
第
八
条
第
一
項
の
視
能
訓
練
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事

務
四

視
能
訓
練
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
視
能
訓
練
士
の
登

録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

五

視
能
訓
練
士
法
施
行
令
第
四
条
の
視
能
訓
練
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
四
条

法
別
表
第
一
の
八
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
四
条

法
別
表
第
一
の
五
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

第
四
十
四
条
の
二

法
別
表
第
一
の
八
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保

第
四
十
四
条
の
二

法
別
表
第
一
の
五
十
六
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯

険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
貯
金
等
に
係
る
債
権
の
額
の
把
握

金
保
険
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
貯
金
等
に
係
る
債
権
の
額
の
把

（
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す

握
（
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と

る
。

す
る
。

第
四
十
五
条

法
別
表
第
一
の
八
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
五
条

法
別
表
第
一
の
五
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］



第
四
十
六
条

法
別
表
第
一
の
八
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
六
条

法
別
表
第
一
の
五
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
四
十
六
条
の
二

法
別
表
第
一
の
八
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

第
四
十
六
条
の
二

法
別
表
第
一
の
六
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
八
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実

実
施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
又
は
脱
退
手
当
金
の
支
給
及
び
当
該

施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
保
険
給
付
又
は
脱
退
手
当
金
の
支
給
及
び
当
該
保

保
険
給
付
又
は
脱
退
手
当
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

険
給
付
又
は
脱
退
手
当
金
の
受
給
権
者
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
六
条
の
二
の
二

法
別
表
第
一
の
八
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
二
十
八
条
の
社
会
福
祉
士
の
登

録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事

務
二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
に
よ
る
社
会
福
祉
士
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
社
会
福
祉
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
社
会
福
祉
士
の
登
録
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
務

五

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
二
条
の
社
会
福
祉
士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停

止
に
関
す
る
事
務

六

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
三
条
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
社
会
福
祉
士
の
登
録
の
消
除
に
関
す
る
事
務

七

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
介
護
福
祉
士
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申

請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

八

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
に
よ
る
介
護
福
祉
士
登
録
証
に
関
す
る
事
務

九

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一

条
第
一
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
福
祉
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
一

条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
福
祉
士
の
登
録
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
務

十
一

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十

二
条
の
介
護
福
祉
士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

十
二

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三
条
（
同
法

第
四
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
福
祉
士
の
登
録
の
消
除
に
関
す
る
事
務

十
三

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
厚
生
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条



（
同
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
社
会
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届

出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

十
四

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
十

五
条
（
同
令
第
二
十
六
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
令
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
介
護
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の

審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
六
条
の
二
の
三

法
別
表
第
一
の
八
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
の
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

臨
床
工
学
技
士
法
に
よ
る
臨
床
工
学
技
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

臨
床
工
学
技
士
法
第
八
条
第
一
項
の
臨
床
工
学
技
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す

る
事
務

四

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
臨
床
工
学
技
士

の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

五

臨
床
工
学
技
士
法
施
行
規
則
第
四
条
の
臨
床
工
学
技
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
六
条
の
二
の
四

法
別
表
第
一
の
八
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
条
の
義
肢
装
具
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、

そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

義
肢
装
具
士
法
に
よ
る
義
肢
装
具
士
免
許
証
に
関
す
る
事
務

三

義
肢
装
具
士
法
第
八
条
第
一
項
の
義
肢
装
具
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事

務
四

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
義
肢
装
具
士
の
登

録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答

に
関
す
る
事
務

五

義
肢
装
具
士
法
施
行
規
則
第
四
条
の
義
肢
装
具
士
の
登
録
の
消
除
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事

実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
六
条
の
二
の
五

法
別
表
第
一
の
九
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
三
条
の
救
急
救
命
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ
の

申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

救
急
救
命
士
法
に
よ
る
救
急
救
命
士
免
許
証
又
は
救
急
救
命
士
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

救
急
救
命
士
法
第
八
条
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
救
急
救
命
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務



四

救
急
救
命
士
法
第
九
条
第
一
項
の
救
急
救
命
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事

務
五

救
急
救
命
士
法
施
行
規
則
（
平
成
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
条
の
救
急
救
命
士
の
登
録
の
消
除

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
四
十
六
条
の
三

法
別
表
第
一
の
九
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
六
条
の
三

法
別
表
第
一
の
六
十
一
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
四
十
七
条

法
別
表
第
一
の
九
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

第
四
十
七
条

法
別
表
第
一
の
六
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条
の
自
立
支
度
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

年
法
律
第
三
十
号
）
第
七
条
の
自
立
支
度
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
八
条

法
別
表
第
一
の
九
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
八
条

法
別
表
第
一
の
六
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
七

略
］

［
一
～
七

同
上
］

第
四
十
八
条
の
二

法
別
表
第
一
の
九
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

第
四
十
八
条
の
二

法
別
表
第
一
の
六
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
医
療
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十

援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
医
療
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十

五
条
第
一
項
の
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項

五
条
第
一
項
の
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項

の
健
康
管
理
手
当
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
保
健
手
当
、
同
法
第
三
十
一
条
の
介
護
手
当
又
は
同
法
第
三

の
健
康
管
理
手
当
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
保
健
手
当
、
同
法
第
三
十
一
条
の
介
護
手
当
又
は
同
法
第
三

十
二
条
の
葬
祭
料
の
支
給
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

十
二
条
の
葬
祭
料
の
支
給
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
八
条
の
三

法
別
表
第
一
の
九
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部

第
四
十
八
条
の
三

法
別
表
第
一
の
六
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の

実
施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
及
び
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
関

実
施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
及
び
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
関

す
る
事
務
と
す
る
。

す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
十
九
条

法
別
表
第
一
の
九
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
九
条

法
別
表
第
一
の
六
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
五
十
条

法
別
表
第
一
の
百
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
条

法
別
表
第
一
の
六
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

第
五
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
介
護
支
援
専
門
員
の
登
録
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る

事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
三
の
介
護
支
援
専
門
員
の
登
録
の
移
転
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る



事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
四
の
介
護
支
援
専
門
員
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
五
の
介
護
支
援
専
門
員
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

介
護
保
険
法
第
六
十
九
条
の
六
の
介
護
支
援
専
門
員
の
登
録
の
消
除
に
関
す
る
事
務

六

介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
支
援
専
門
員
証
に
関
す
る
事
務

第
五
十
条
の
三

法
別
表
第
一
の
百
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
の
申

請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

精
神
保
健
福
祉
士
法
に
よ
る
精
神
保
健
福
祉
士
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実

に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
務

五

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
二
条
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関

す
る
事
務

六

精
神
保
健
福
祉
士
法
第
三
十
三
条
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
登
録
の
消
除
に
関
す
る
事
務

七

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
十
六
条
（
同
令
第
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
精
神
保
健
福
祉
士
の
死
亡
等
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届

出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
五
十
条
の
四

法
別
表
第
一
の
百
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
三
条
の
言
語
聴
覚
士
の
免
許
の
申
請
の
受
理
、
そ

の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

言
語
聴
覚
士
法
に
よ
る
言
語
聴
覚
士
免
許
証
又
は
言
語
聴
覚
士
免
許
証
明
書
に
関
す
る
事
務

三

言
語
聴
覚
士
法
第
八
条
（
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
言
語
聴
覚
士
の
登
録
事
項
の
変
更
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又

は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

言
語
聴
覚
士
法
第
九
条
第
一
項
の
言
語
聴
覚
士
の
免
許
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事

務
五

言
語
聴
覚
士
法
施
行
規
則
（
平
成
十
年
厚
生
省
令
第
七
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
（
同
令
第
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
二
項
の
言
語
聴
覚
士
の
登
録
の
消
除

の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務



第
五
十
一
条

法
別
表
第
一
の
百
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十

第
五
十
一
条

法
別
表
第
一
の
六
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成

年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に
係

十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
の
申
請
の
受
理
、
そ
の
申
請
に

る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
十
二
条

法
別
表
第
一
の
百
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
二
条

法
別
表
第
一
の
七
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
五
十
二
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
二
条
の
二

法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
五
十
二
条
の
三

法
別
表
第
一
の
百
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
二
条
の
三

法
別
表
第
一
の
七
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
五
十
二
条
の
四

法
別
表
第
一
の
百
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
二
条
の
四

法
別
表
第
一
の
七
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
五
十
二
条
の
五

法
別
表
第
一
の
百
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林

第
五
十
二
条
の
五

法
別
表
第
一
の
七
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農

漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の

林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六
条

の
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
一
号
。
次
条
に
お
い
て
「
平
成
十
三
年
統
合
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
六

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
で
あ
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給

の
支
給
及
び
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

付
の
支
給
及
び
当
該
給
付
の
受
給
権
者
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
十
三
条

法
別
表
第
一
の
百
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
三
条

法
別
表
第
一
の
七
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
五
十
四
条

法
別
表
第
一
の
百
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
五
十
四
条

法
別
表
第
一
の
七
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律

第
百
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
の
健
康
増
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
百
三
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
十
九
条
の
二
の
健
康
増
進
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
十
五
条

法
別
表
第
一
の
百
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
五
条

法
別
表
第
一
の
七
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

第
五
十
六
条

法
別
表
第
一
の
百
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

第
五
十
六
条

法
別
表
第
一
の
七
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
附
則
第
八
条
第
一

興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
第
七
号
若
し
く
は
附
則
第
八
条
第
一

項
の
災
害
共
済
給
付
の
給
付
金
の
支
払
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

項
の
災
害
共
済
給
付
の
給
付
金
の
支
払
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の

請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

請
求
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
五
十
七
条

法
別
表
第
一
の
百
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条

法
別
表
第
一
の
八
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］



第
五
十
九
条

法
別
表
第
一
の
百
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
九
条

法
別
表
第
一
の
八
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

第
六
十
条

法
別
表
第
一
の
百
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
条

法
別
表
第
一
の
八
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
六
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
条
の
二

法
別
表
第
一
の
八
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

第
六
十
一
条

法
別
表
第
一
の
百
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
一
条

法
別
表
第
一
の
八
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
六
十
二
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び

第
六
十
二
条

法
別
表
第
一
の
八
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び

国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四

国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四

号
）
第
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
施
行
前
裁
定
特
例
給
付
の
支
給
に
係
る
書
類
の
受
理
、
そ
の
書
類
に

号
）
第
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
施
行
前
裁
定
特
例
給
付
の
支
給
に
係
る
書
類
の
受
理
、
そ
の
書
類
に

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
書
類
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
書
類
の
提
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
六
十
三
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及

第
六
十
三
条

法
別
表
第
一
の
八
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び

び
保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
一
条
第
八
項
の
通
知
に

保
険
料
の
納
付
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
一
条
第
八
項
の
通
知
に
関

関
す
る
事
務
と
す
る
。

す
る
事
務
と
す
る
。

第
六
十
五
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及

第
六
十
五
条

法
別
表
第
一
の
九
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国

び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七

民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
）

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
条
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
三
条
た
だ
し

附
則
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
二
条
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
三
条
た
だ
し
書
若

書
若
し
く
は
附
則
第
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
の
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
若
し
く
は
給
付
遅

し
く
は
附
則
第
二
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
条
第
一
項
の
保
険
給
付
遅
延
特
別
加
算
金
若
し
く
は
給
付
遅
延
特

延
特
別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る

別
加
算
金
の
支
給
の
請
求
の
受
理
、
そ
の
請
求
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
請
求
に
対
す
る
応
答

応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
六
十
六
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
六
条

法
別
表
第
一
の
九
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
六
十
七
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
七
条

法
別
表
第
一
の
九
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

第
六
十
七
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
二
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

第
六
十
七
条
の
二

法
別
表
第
一
の
九
十
三
の
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ
き

等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
基
づ

行
う
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

き
行
う
予
防
接
種
の
実
施
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。



第
六
十
八
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
八
条

法
別
表
第
一
の
九
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
四

略
］

［
一
～
十
四

同
上
］

第
六
十
八
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
二
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
八
条
の
二

法
別
表
第
一
の
九
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
六
十
九
条

法
別
表
第
一
の
百
二
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
十
九
条

法
別
表
第
一
の
九
十
六
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

第
七
十
条

法
別
表
第
一
の
百
三
十
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
条

法
別
表
第
一
の
九
十
七
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

第
七
十
一
条

法
別
表
第
一
の
百
三
十
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
一
条

法
別
表
第
一
の
九
十
八
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

第
七
十
一
条
の
二

法
別
表
第
一
の
百
三
十
二
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
新
設
］

一

公
認
心
理
師
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条
の
公
認
心
理
師
の
登
録
の
申
請
の
受

理
、
そ
の
申
請
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

公
認
心
理
師
法
に
よ
る
公
認
心
理
師
登
録
証
に
関
す
る
事
務

三

公
認
心
理
師
法
第
三
十
一
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
公
認
心
理
師
の
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て

の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

公
認
心
理
師
法
第
三
十
一
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
公
認
心
理
師
の
登
録
の
変
更
を
証
す
る
書
類
の
交
付
に
関
す
る
事
務

五

公
認
心
理
師
法
第
三
十
二
条
の
公
認
心
理
師
の
登
録
の
取
消
し
又
は
名
称
の
使
用
の
停
止
に
関
す
る
事
務

六

公
認
心
理
師
法
第
三
十
三
条
（
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
公
認
心
理
師
の
登
録
の
消
除
に
関
す
る
事
務

七

公
認
心
理
師
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
八
条
（
同
令

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
公
認
心
理
師
の
死
亡
等
の
届
出
の

受
理
、
そ
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審
査
又
は
そ
の
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
七
十
二
条

法
別
表
第
一
の
百
三
十
三
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す

第
七
十
二
条

法
別
表
第
一
の
九
十
九
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平

（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
地
方
法
人
特
別
税
の
課
税
標
準
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の

成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
よ
る
地
方
法
人
特
別
税
の
課
税
標
準
の
更
正
若
し
く
は
決
定
、
税
額
の
更
正

更
正
若
し
く
は
決
定
、
督
促
、
滞
納
処
分
そ
の
他
の
地
方
法
人
特
別
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
又
は
地
方

若
し
く
は
決
定
、
督
促
、
滞
納
処
分
そ
の
他
の
地
方
法
人
特
別
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
又
は
地
方
法
人

法
人
特
別
税
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

特
別
税
に
関
す
る
調
査
（
犯
則
事
件
の
調
査
を
含
む
。
）
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。



第
七
十
三
条

法
別
表
第
一
の
百
三
十
四
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
七
十
三
条

法
別
表
第
一
の
百
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

第
七
十
四
条

法
別
表
第
一
の
百
三
十
五
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か

第
七
十
四
条

法
別
表
第
一
の
百
一
の
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確

つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
特
定
公
的
給
付
の
支
給
を
実
施
す

実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口
座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
特
定
公
的
給
付
の
支
給
を
実
施
す
る
た

る
た
め
の
基
礎
と
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の

め
の
基
礎
と
す
る
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す

と
す
る
。

る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
命
令
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十

七
号
）
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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